
 
若者チャレンジ奨励金  

 
【若年者人材育成・定着支援奨励金】のご案内 

 

１．計画届受付終了のご案内 

平成 25 年３月 18 日から受付を開始していた若者チャレンジ奨励金（若年者人材育成・定

着支援奨励金）の支給見込額が予算額に達しましたので、訓練実施計画届の受付を終了しま

した。なお、連絡待ち事業主の受付も終了しました。 
 

２．訓練実施計画届を提出済の事業主の方へ支給申請に関するご案内 

 

訓練奨励金支給申請、正社員雇用奨励金支給申請に必要な様式等は厚生労働省

ホームページよりダウンロードして下さい。 

上記の必要な書類と併せて、下記の書類もご提出お願いします。 

１． 「支給要件確認申立書（共通要領 様式第１号）」 

２． 「若年者人材育成・定着支援奨励金提出書類チェックリスト」兼受領書 

 
訓練奨励金支給申請書の「様式１－６号」、「様式１－８号」

 

支給申請書の提出について 

・訓練奨励金の支給申請書の提出は、訓練終了日の翌日から起算して２カ月以内にお願いし

ます。 

・正社員雇用奨励金の支給申請書の提出は、訓練修了者を正社員として雇用した日から起算

して１年の日または２年の日の翌日から起算してそれぞれ２カ月以内にお願いします。 

※申請日を徒過した場合は受付できませんので、ご注意下さい。  

 

 

記入例 
 

および「様式１－８号別添」の記入例は、こちらを参照ください。

計画届の取下げを希望される場合は、こちらの取下げ書の提出をお
取下書 

願いします。 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/challenge/
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/challenge/
http://okinawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/okinawa-roudoukyoku/antei/H25/moushitatesho-1.doc
http://okinawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/okinawa-roudoukyoku/antei/H25/checklist.pdf
http://okinawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/okinawa-roudoukyoku/antei/H25/youshiki1-6_1-8.pdf
http://okinawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/okinawa-roudoukyoku/antei/H25/torisage.doc


３．連絡待ち事業主の方へ計画届提出のご案内 

連絡待ち事業主受付用の訓練実施計画届を提出した事業主のうち、予算枠が生じ、新

に訓練実施計画届の受付が可能となった事業主には、受付順に書面を郵送してご連絡

を致します。 

訓練実施計画届の受付が可能となった事業主は、計画届の提出を訓練開始日の１か月

前までにお願いします。 

 

訓練実施計画届に必要な様式等は厚生労働省ホームページよりダウンロ

ードして下さい。 

訓練実施計画届の提出書類一覧は 

「１．訓練実施計画届に必要な書類」をご覧下さい。 

上記の必要な書類と併せて、下記の書類もご提出お願いします。 

「若年者人材育成・定着支援奨励金（訓練奨励金）訓練実施計画届の提出

にあたって」 

 

 

 
お問い合わせ先 

 沖縄労働局職業安定部職業安定課 

 〒900-0006  

 那覇市おもろまち 2-1-1 那覇第 2地方合同庁舎 1号館 3階 

ＴＥＬ：０９８－８６８－１６５５ 

ＦＡＸ：０９８－８６８－１６３５ 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/challenge/
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/challenge/
http://okinawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/okinawa-roudoukyoku/antei/H25/shorui-ichiran.pdf
http://okinawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/okinawa-roudoukyoku/antei/H25/kunrenjisshi-keikakutodoke.doc
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 (
若者チャレンジ奨励金
【若年者人材育成・定着支援奨励金】のご案内
)









１．計画届受付終了のご案内

平成25年３月18日から受付を開始していた若者チャレンジ奨励金（若年者人材育成・定着支援奨励金）の支給見込額が予算額に達しましたので、訓練実施計画届の受付を終了しました。なお、連絡待ち事業主の受付も終了しました。



２．訓練実施計画届を提出済の事業主の方へ支給申請に関するご案内



訓練奨励金支給申請、正社員雇用奨励金支給申請に必要な様式等は厚生労働省ホームページよりダウンロードして下さい。

上記の必要な書類と併せて、下記の書類もご提出お願いします。

１．「支給要件確認申立書（共通要領　様式第１号）」

[bookmark: _GoBack]２．「若年者人材育成・定着支援奨励金提出書類チェックリスト」兼受領書

 (
記入例
訓練奨励金支給申請書の「様式１－６号」、「様式１－８号」
および「様式１－８号別添」の記入例は、こちらを参照ください。
取下書
計画届の取下げを希望される場合は、こちらの取下げ書の提出をお願いします。
)



支給申請書の提出について

・訓練奨励金の支給申請書の提出は、訓練終了日の翌日から起算して２カ月以内にお願いします。

・正社員雇用奨励金の支給申請書の提出は、訓練修了者を正社員として雇用した日から起算して１年の日または２年の日の翌日から起算してそれぞれ２カ月以内にお願いします。

※申請日を徒過した場合は受付できませんので、ご注意下さい。	





３．連絡待ち事業主の方へ計画届提出のご案内

連絡待ち事業主受付用の訓練実施計画届を提出した事業主のうち、予算枠が生じ、新に訓練実施計画届の受付が可能となった事業主には、受付順に書面を郵送してご連絡を致します。

訓練実施計画届の受付が可能となった事業主は、計画届の提出を訓練開始日の１か月前までにお願いします。



訓練実施計画届に必要な様式等は厚生労働省ホームページよりダウンロードして下さい。

訓練実施計画届の提出書類一覧は

「１．訓練実施計画届に必要な書類」をご覧下さい。

上記の必要な書類と併せて、下記の書類もご提出お願いします。

「若年者人材育成・定着支援奨励金（訓練奨励金）訓練実施計画届の提出にあたって」



 (
お問い合わせ先
　
沖縄労働局職業安定部職業安定課
　
〒
900-0006
　
　那覇市おもろまち
2-1-1
那覇第
2
地方合同庁舎
1
号館
3
階
ＴＥＬ：０９８－８６８－１６５５
ＦＡＸ：０９８－８６８－１６３５
)
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